
  

 

 

 

１ 実質赤字比率 （市比率 －） 

  標準財政規模に対する一般会計の赤字の比率を示しております。 

 

 

 

  ・ 一般会計の実質赤字額 ＝ 0（実質収支額 507,409千円） 

  ・ 標準財政規模 ＝ 8,833,335千円 

   （標準財政規模とは、市の標準的な一般財源収入額をいいます。） 

 

２ 連結実質赤字額 （市比率 －） 

  標準財政規模に対する一般会計、特別会計（国民健康保険特別会計等）及び公営企業会計（水道や

病院事業等）の実質赤字額の比率を示しています。 

 

 

 

  ・ 連結実質赤字額 ＝ 0 （内訳）一般会計の実質収支額 507,409千円 

                    国民健康保険特別会計の実質収支額 0千円 

                    介護保険特別会計の実質収支額 84,735千円 

                    後期高齢者医療特別会計の実質収支額 581千円 

                    介護サービス事業特別会計の実質収支額 0千円 

                    病院事業会計の資金剰余額 446,561千円 

                    水道事業会計の資金剰余額 362,302千円 

                    簡易水道事業会計の資金剰余額 12,485千円 

                    下水道事業会計の資金剰余額 88,794千円 

  ・ 標準財政規模 ＝ 8,833,335千円 

 

 

 

算定方法＝ 
一般会計の実質赤字額 

標準財政規模 

算定方法＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

健全化判断比率等の算定方法の概要 



  

３ 実質公債費比率 （市比率 9.6％） 

  標準財政規模に対する市借入金の返済額及びこれに準じる額の比率（３か年平均）を示しています。 

（令和4年度数値） 

・ 地方債の元利償還金 ＝ 1,733,750千円 

・ 準元利償還金 ＝ 664,319千円 

（内訳）公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの 557,049千円 

    一部事務組合等の起こした地方債に充てた負担金 107,270千円 

債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等 0千円 

・ 特定財源 ＝ 152,239千円 

・ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ＝ 1,454,092千円 

・ 標準財政規模 ＝ 8,833,335千円 

 

４ 将来負担比率 （市比率 64.6％） 

   標準財政規模に対する市が将来負担する負担見込額の比率を示しています。 

算定方法＝ 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財

政需要額算入見込額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

・ 将来負担額 ＝ 30,640,998千円 

（内訳）一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 18,037,180千円 

債務負担行為に基づく支出予定額 0千円 

公営企業会計等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額 8,755,431千円 

組合等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額 1,527,289千円 

退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額） 1,651,028千円 

設立法人の負債額等負担見込額 670,070千円 

・ 充当可能基金額 ＝ 7,233,432千円 

・ 特定財源見込額 ＝ 1,730,382千円 

・ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 ＝ 16,905,426千円 

・ 標準財政規模 ＝ 8,833,335千円 

・ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 ＝ 1,454,092千円 

 

算定方法＝ 

（３か年平均） 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋ 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－ 

（元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 



  

５ 資金不足比率 （各公営企業比率 －） 

  各公営企業における事業の規模に対する資金の不足額の比率を示しています。 

算定方法＝ 
資金の不足額 

事業の規模 

① 資金の不足額 

法適用企業＝（流動負債－流動負債に計上されている地方債で建設改良費等に充てるためのも

の － 流動負債に計上されているリース債務の額）＋（建設改良費等以外の経

費の財源に充てるために起こした地方債の現在高）－（流動資産）－（解消可

能資金不足額） 

        病院事業   ＝ 0（資金剰余額  446,561千円） 

        水道事業   ＝ 0（資金剰余額  362,302千円） 

        簡易水道事業 ＝ 0（資金剰余額   12,485千円） 

        下水道事業  ＝ 0（資金剰余額   88,794千円） 

 

② 事業の規模 

法適用企業＝営業収益の額－受託工事収益の額 

       病院事業   ＝ 2,169,558千円 

水道事業   ＝  574,400千円 

       簡易水道事業 ＝   4,489千円 

下水道事業  ＝  217,105千円 


